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荷 主 各 位  

  

トラック輸送における取引環境・労働時間改善  

愛媛県地方協議会  

   

トラック輸送における取引環境・労働時間改善に向けた取組について（お願い） 

    

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

  平素から厚生労働行政及び国土交通行政に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

  

  さて、トラック運送業は、我が国の基幹産業として国民生活及び経済活動を支える重責

を担っておりますが、一方で、長時間の荷待ちや契約にない附帯作業が生じていること等

により他の業種に比べて、トラック運転者の長時間労働や過労死等の問題が深刻化してお

ります。 

このような中、働き方改革関連法の施行により、月 60 時間を超える時間外労働に係る割

増賃金率の引上げ（25%から 50%に引上げ）が本年４月から中小企業にも全面適用され、ま

た時間外労働の上限規制（年間 960 時間を上限）が令和６年４月から自動車運転者に適用

されることとなります。 

これら法令を遵守するためには、トラック運転者の労働時間短縮等に向けた対応が急務

となっており、解決しなければ、配達の遅れや原材料・製品の運送が滞るなど経済活動に

大きな影響を与えることが懸念されます。 

 

こうした中、厚生労働省では各都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を設置し、発

着荷主等に対して、長時間の恒常的な荷待ちの改善等に向けた要請を実施しております。 

また国土交通省においても、貨物自動車運送事業法に基づき荷主に対する働きかけの実

施や、適正な原価や利潤を確保した“標準的な運賃”を告示し実勢価格に反映することを

後押しするなど、中小企業庁や公正取引委員会等の関係省庁とも緊密に連携して、持続可

能な物流の実現に向けた取組を進めているところです。 

これらに加え、愛媛労働局、愛媛運輸支局及び一般社団法人愛媛県トラック協会を事務

局とする『トラック輸送における取引環境・労働時間改善愛媛県地方協議会』では、荷主、

運送事業者、学識経験者及び行政機関が協働して、適正運賃の収受や長時間荷待ちの解消

に向けた方策について取り組んでおります。 

 

法令を遵守し、持続可能な物流を実現するためには、すべての関係者のご理解・ご協力

が不可欠であることから、荷主の皆様にも、トラック運転者の労働環境の現状や改正改善

基準告示の内容をご理解いただくとともに、皆様のご協力の下で業務の効率化等を進めて

いく必要があると考えています。 

つきましては、標記取組の趣旨をご理解いただき、以下の支援策を活用する等により、

自社の取引環境を確認いただきまして、皆様とトラック運送業者による意見交換や、荷待

ち時間の解消に向けた環境整備等を実施いただきますようお願いいたします。 

【資料５】



   

【長時間労働削減に向けた支援】  

〇 トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター（厚生労働省） 

  荷主としての改善方法や荷待ち時間の削減に向けて、発着荷主の 

 皆様からのご相談に無料で支援しております。 

 

〇 自動者運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト（厚生労働省）  

    荷主のための物流ワンポイント講座や荷主の皆様向けの自己診断  

等、貴社の貨物を運ぶトラック運転者の労働時間削減に向けた取組  

について、動画・イラストなどで分かりやすく紹介しております。  

   

〇 トラック輸送適正取引推進相談窓口（国土交通省）  

トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインや、  

燃料サーチャージ制の導入促進、適正取引推進相談窓口などをご案内 

しております。  

  

  

  

  

  

  

  

  

【愛媛県地方協議会事務局】  

厚 生 労 働 省 愛 媛 労 働 局   

国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局 

一般社団法人愛媛県トラック協会  

 

 








